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◎群馬県告示第７７号 

 群馬県県税条例（昭和２５年群馬県条例第３２号）第１４６条の１０第２項の規定により交付した次の免税軽油

使用者証について、亡失した旨の報告があったので、無効とする。 

  令和５年３月２２日 

                                                                      群馬県知事 山 本 一 太   

                                             

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第７８号 

  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、家畜又はその死体の所有者に対

し、同項に規定する監視伝染病の検査を次のとおり受けることを命ずる。 

    令和５年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 実施の目的 次に掲げる家畜伝染病の発生を予防し、又はその発生の状況及び動向を把握するため 

(1) ヨーネ病 

(2) 伝達性海綿状脳症 

(3) 腐蛆
そ

病 

２ 実施する区域 所轄家畜保健衛生所長が指定する区域 

３ 実施の対象となる家畜又はその死体の種類及び範囲 

(1) ヨーネ病にあっては、次に該当する牛で所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

    ア 搾乳の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛（生後６月未満のものを除く。） 

イ 種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精の用に供する精液の採取の用に供し、又は供する目的で飼

育している雄牛（生後６月未満のものを除く。） 

    ウ ア又はイに掲げる牛と同一施設内で飼育している牛（生後６月未満のものを除く。） 

    エ 繁殖の用に供し、又は供する目的で飼育している雌牛（生後６月未満のものを除く。） 

    オ 搾乳又は繁殖の用に供するため県外から導入した牛及び放牧予定牛（生後６月未満のものを除く。） 

    カ 集畜に伴う共進会出品予定牛（生後６月未満のものを除く。） 

(2) 伝達性海綿状脳症にあっては、次に該当する家畜の死体 

ア 牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）第６条第１項に基づく届出の対象となる牛（牛

海綿状脳症対策特別措置法施行規則（平成１４年農林水産省令第５８号）第４条第２号から第４号までに該

当する場合を除く。） 

   イ 月齢又は推定月齢が１８月以上のめん羊及び山羊で、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

(3) 腐蛆病にあっては、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めた蜂群 

４ 実施の期日 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間において所轄家畜保健衛生所長の定める日 

■ 告  示 

業種 使用者証番号 有効期間 
免税軽油使用者証を 
交 付 し た 事 務 所 

亡失年月日 

農業 07-00464 令和４年４月１日から 
令和６年３月３１日まで 

吾妻行政県税事務所 令和５年２月２２日 
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５ 検査の方法 

(1) ヨーネ病及び伝達性海綿状脳症にあっては、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）別

表第１に定める方法 

(2) 腐蛆病にあっては、臨床検査及び細菌学的検査 

６ その他 実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。 

 

 

 

◎群馬県告示第７９号 

  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、家畜の所有者に対し、同項に規定

する監視伝染病の検査を次のとおり受けることを命ずる。 

    令和５年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 実施の目的 次に掲げる監視伝染病の発生の予察 

(1) ブルセラ症及び結核 

(2) 豚熱 

(3) アフリカ豚熱 

(4) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ 

(5) アカバネ病 

２ 実施する区域 県内全域 

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲 

(1) ブルセラ症及び結核にあっては、次に該当する牛で所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

ア 種付けの用又は搾乳の用に供する輸入牛（イの検査対象となったものを除く。） 

イ 種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精の用に供する精液の採取の用に供し、又は供する目的で飼

育している雄牛（生後６月未満のものを除く。） 

(2) 豚熱及びアフリカ豚熱にあっては、所轄家畜保健衛生所長が必要と認めた豚 

(3) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザにあっては、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょ

う、ほろほろ鳥及び七面鳥（以下「家きん」という。）を１００羽以上（だちょうの場合は、１０羽以上）飼

養する農場の家きんのうち所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

(4) アカバネ病にあっては、越夏していない牛のうち所轄家畜保健衛生所長が必要と認めたもの 

４ 実施の期日 

(1) ブルセラ症、結核、豚熱、アフリカ豚熱並びに高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに

あっては、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間において所轄家畜保健衛生所長の定める日 

(2) アカバネ病にあっては、令和５年６月１日から同年１１月３０日までの間において所轄家畜保健衛生所長の

定める日 

５ 検査の方法 

(1) ブルセラ症及び結核にあっては、牛のブルセラ症及び結核の清浄性維持サーベイランス実施要領に定める方

法 

(2) 豚熱にあっては、臨床検査、抗原検査及び血清学的検査 

(3) アフリカ豚熱にあっては、臨床検査及び抗原検査 
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(4) 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザにあっては、臨床検査、ウイルス分離検査及び血

清抗体検査 

(5) アカバネ病にあっては、臨床検査及び血清学的検査 

６ その他 実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。 

 

 

 

◎群馬県告示第８０号 

  家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第６条第１項の規定により、家畜の注射を次のとおり実施す

る。 

    令和５年３月２２日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   

１ 実施の目的 次に掲げる監視伝染病の発生を予防するため 

(1) 牛ウイルス性下痢（Ⅰ型及びⅡ型） 

(2) 牛伝染性鼻気管炎 

(3) 豚熱 

(4) 豚オーエスキー病 

２ 実施する区域 県内全域 

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲 

(1) 牛ウイルス性下痢（Ⅰ型及びⅡ型）及び牛伝染性鼻気管炎にあっては、放牧予定牛 

(2) 豚熱にあっては、家畜防疫員が必要と認めた豚及びいのしし 

(3) 豚オーエスキー病にあっては、家畜防疫員が必要と認めた豚 

４ 実施の期日 令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間において所轄家畜保健衛生所長の定める日 

５ 注射、薬浴又は投薬の別及びその実施の方法 

(1) 牛ウイルス性下痢症（Ⅰ型及びⅡ型）及び牛伝染性鼻気管炎にあっては、筋肉内注射法 

(2) 豚熱にあっては、皮下又は筋肉内注射法 

(3) 豚オーエスキー病にあっては、筋肉内注射法 

６ その他 実施の細部については、所轄家畜保健衛生所長の指示による。 

 

 

 

◎群馬県告示第８１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 沼田大間々線 沼田市上久屋町字薬師２０
５９番の１地先から同市同
字下清水１８８３番の１地
先まで 

前 ７．８～１１．１ ８３３．３ 

後 １０．２～１７．８ ８３３．３ 
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◎群馬県告示第８２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県沼田土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬沼田土木事務所において一

般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８４号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 沼田大間々線 沼田市上久屋町字薬師２０５９番の１地先から同市
同字下清水１８８３番の１地先まで 

令和５年３月２２日 

 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 昭和インター
線 

利根郡昭和村大字川額字石
坂４１６番の２地先から同
郡同村大字同字神田７３５
番の１地先まで 

前 ８．０～１５．８ ７０３．５ 

後 １０．２～１８．７ ７０３．５ 

 

道路の 
種 類 

  変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

 

県道 沼田大間々線 沼田市上久屋町字薬師２０
５９番の１地先から同市同
字下清水１８８３番の１地
先まで 

前 ７．８～１１．１ ８３３．３ 

後 １０．２～１７．８ ８３３．３ 
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◎群馬県告示第８５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 上神梅大胡線 桐生市新里町板橋字南前原
４３５番の１地先から同市
同字上田２７２番の１地先
まで 

前 ６．０～１４．０ ６２２．９ 

後 １０．３～１９．３ ６２２．９ 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 上神梅大胡線 桐生市新里町板橋字南前原４３５番の１地先から同
市同字上田２７２番の１地先まで 

令和５年３月２２日 

 

 
種 類 路線名 区  間 

 
前後別 

 
メートル 

 
メートル 

県道 八本松松井田
線 

高崎市倉渕町三ノ倉字落合
２４００番地先から同市同
字下原２３５０番の１地先
まで 

前 ５．５～１４．８ 
１１．０～１５．６ 

８５．７ 
６５．０ 

後 １１．０～１５．６ ６５．０ 
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                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎群馬県告示第８９号 

 車両制限令第３条第１項第３号の規定による指定の告示（平成１８年群馬県告示第２４５号）の一部を次のよう

に改正し、令和５年４月１日から施行する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                     群馬県知事 山 本 一 太  

 １の表県道太田大間々線の項中「新田小金井町１４５１番の１地先」を「山之神町５２番の１２地先」に改める。 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

みなかみ都市計画下水道（みなかみ公共下水道）の変更の図書の写しの送付を受けたので、同法第２１条第２項に

おいて準用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  令和５年３月２２日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 みなかみ都市計画下水道 みなかみ公共下水道 

２ 都市計画の変更年月日 令和５年３月１日 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及びみなかみ町生活水道課 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の日時 

県道 藤岡本庄線 藤岡市中栗須字土取場２５８番の６地先から同市同
字宿屋敷２４６番の１地先まで 

令和５年３月２２日 
午後３時 

 

道路の 
種 類 

路線名 区   間 供用開始の期日 

県道 金井小幡線 甘楽郡甘楽町大字天引字鈴宮３６０番の５地先から
同郡同町大字同字西谷２５０４番の４地先まで 

令和５年３月２２日 
 

甘楽郡甘楽町大字天引字口明塚３３０番の４地先か
ら同郡同町大字同字同３２５番の３地先まで 

 

■ 公  告 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項において準用する同法第６２条第１項の規定により、

令和５年３月１３日付けで国土交通省関東地方整備局長が都市計画事業の変更を認可した旨の告示（令和５年関東

地方整備局告示第８２号）があったので、同法第６６条の規定により、次のとおり公告する。 

  令和５年３月２２日 

                                                                  群馬県企業管理者 中 島 啓 介   

１ 都市計画事業の種類及び名称 玉村都市計画工業団地造成事業 高崎玉村スマートIC北地区工業団地造成事業 

２ 施行者の名称 群馬県 

３ 事務所の所在地 前橋市大手町一丁目１番１号 

４ 事業地の所在  

(1) 収用の部分 変更なし 

(2) 使用の部分 なし 

５ 事業施行期間 令和３年１月８日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群  馬  県 

    群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

    電話 027-223-1111 
 

■ 公営企業公告 


